
Sad mi drug出家考

原田覚

問題の所在 チベット仏教史書類の所伝によれば，チベットへの仏教の伝来はIHa

tho do s~a brtsan代に始まるとされる。しかし近年の諸研究によれば，一般に古

代チベ y ト王国，即ち吐蕃王家が正式に仏教を導入したのは， Khri sroIt Ide bts 

an (7 4 2----9 7 )の治世であると考えられている。 Khri sron Ide btsanが却才の

761年に彼は崇仏の決意をし， 775年に bS arn yasの定礎を行い， 779年には

その本堂の完成と共に，チベット人で最初の出家たる「試みの六人JS ad rni drug 

が出家し，崇仏詔勅が布告されたのである 1)0 Sad mi drugの歴史像については

既に G.Tucci氏による研究が公にされており，さらに山口瑞鳳氏等による関連研

究も公にされている 2)。従来の諸研究を訂正し，或はこれに付け加えるべき事項は

余り多く残されていないが，以下には Sad rni drugの歴史像を諸資料に再確認する

と共に，問題点の整理とその再検討を行い，さらに初期の仏教導入事情の一端を明

らかにする。

Sadmidrug関係資料従来の諸研究，特に Tucci氏の研究(注 2)によれば，出

家の史実そのものを疑うべき論拠はないが，誰が出家したかについては多くの混乱

がある事が指摘されている。同氏はチベット仏教史書類に記載されているさまざま

な出家者の名表を比較検討し，特に叩Khαspahi dgah s t on (K h G ) 3 )所引の数

種の名表を基準にして考察を加えている。研究の出発点としては，ここでも同資料

を基礎として諸資料を比較検討せねばならないが，同資料を基礎とするのはさまざ

まな出家者の名表の種類が殆ど基本的にそこに尽くされているからである。以下に

表として示すのは各資料に記載される出家者の名表であるが，一資料に複数の名表

がある場合は各々別の番号を付す。表中の(1)等は各々の表に共通する出家者，或は

共通に処理した方が便利な出家者として，全出家者に対して便宜的に付した番号で
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ある。①等は各資料の名表に示される出家考の序列を示す。

〔表 1J (l)rBa Khri gzigs，dPal dbyans， rBa Ratna① (2) rBa gSal sn-

an， Ye ses dbarl po② (3)Pa gor Bai ro tsa na③ (4)Nan lam rGyal ba m-

chog dbyans④ (5) r Ma a t sarya R i n chen mchog⑤ (6) Las gsum rGyal ba 

byan chub⑥ 

表 IはKh G ( jal 03 b 1----3 )所引の γBα bshedche ba4)の示す六名であり，同資

料は Tucci氏(注 2)によって表示されている。とのうち(1)は他の五名に先立って

出家しており，後に五名が同時に出家しているO

〔表 nJ (1)りBaJ:tKhri gzigs， sBa Ratna⑪;l_lBal) Khri sher San ~i ta， d-

Pal dbyaIls② (2)自BagSal回 an，Ye ~es dban po① (3) Pa gor Na ~ld吋 kyi

bu Bai ro ts五na③ (4)Nanlam rGyal ba mchog yans④ (5) sMa a tsa ra 

Rin chen mchog⑤ (6)La gsum rGyal bal)i byan chub ⑥ 

表 Eは sBαbsh ed (注 4Stein， pp.50-13----51-4)の示す六名であり，同資料も

Tucci氏(柱。 2)によって表示されている。このうち表 n(1)の⑪と②は同一人物を

指す(注 2山口)が，同資料の記述によれば，⑫が最初に出家し，その後に①~⑥

の六名が出家したと読み得る文脈となっている。即ち同資料は⑬と②を別人物とす

る文脈にも読め，それは表 Iが(1)の出家を述べた後に(2)----(o)の五名の出家者を列挙

して合わせて六名とするのに，表 Eが⑬の出家を述べた後に①~⑥の六名の出家者

を列挙している為である。

〔表 IHJ (1) r Ba Kh門 gz~gs ① or ② (2) rBa gSal snan① or③ (3)Pa goγ 

Baiγo lsa削 ③ (4)Nαπlαm rG抑 1ba mchog db仰心④ (5)γMα atsar抑

R印 ch刊 mchog⑥ (6 a) gTsan Legs grub⑦ (7)Khon Kluド db日 po⑤

表 EはKh G ( ja 1 0 3 b 5----6 )に「或る者は γBα bshedの試みの六人の者のLegsし'Las)

gsumの代りに gTsallLegs grubに交替し， Nan lamの後に KhonKlu与idb叩 po

を置いたことで試みの七人 sadmi bdunを作る様である。」とあるのに従って復原し

たものであり，同資料は Tucci氏(注 2)によって関説されている。斜字体の者は

表 lに従って復原した者であるが，表 1(6)と表 IH(6 a )を同一人物とすべき典拠は



8 

ない。或る者が誰を指すか不明でトあるが，類似している表は表JV--....刊であり，それ

等に従うならば同資料の言う γBα bshedは表 Hを指すとす可きであろう。即ち表W

~四の①と②の序列は表 Eの序列と一致し，表 Iの①と②の序列を逆にしたものと

なっているのである。

〔表JV) (1) dBas Khr i gser Sarn sI ta② (2) s Ba gSal snan① (3) Pa gor 

Bai ro tsa na③ (4) Nan lam rGyal ba mchog dbymis④ (5) sMa五tsarya

Rin chen mchog⑥ (  6 a ) Tsan Las grub⑦ (7) 1，1 Khon Kl叫idban po bsr出

⑤ 

表WはDebther dmαγ po (fol， 17b2--....3) 5)の示す七名である。このうち表W

( 6 a )は表 1(6)と表lH(6a)の中間的転靴の名 Lasgrubを持つが，これが転靴途

中の名であるが，或は両者を同一人物とする為の作為であるかは明確でない。

〔表 V) (1) Bya回uigzigs⑬内B功阻lribsher San si ta， dPal dbyans 

CID (2) sBa gSal snan， Ye .~es dban po① (3)Pa gor Bai ro tsa na川市 ta

③ (4)Nan lam rG)叫 bamchog dbyans④ (5) rMa五tsaryaRin chen mchog 

⑥ ( 6 a ) gTsan Legs grub⑦ (7)I，IKhon 即時idban po srmi ba⑤ 

表VはBuston (1290--....364)の仏教史(ya 127 a 4，，-6) 6)に示す七名であり，

Tucci氏(注 2)によっても表示されている。このうち表 V(1)の⑬と②は表日 (1)の

場合と同様であるが，ただ表 V(1)では氏族名がByaと与Bめで明確に異っており，

同資料では両者を別人としていると解すべきであろう (K h G， ja 1 0 3 b 3--....4 )。

〔表羽) (1) Bya Khr i gz igs⑨; r Ba Khr i bsher， dPa 1 dbyans③; San ~i 

ta ③ (2) rBa gSal snan， Yeふ白 dbanpo① (3) Pa gor Bai ro tsa 凶④

(4)Nan lam rGyal mchog⑤ (5) rMa Rin chen mchog⑦(  6 a ) gTsan Legs 

grub⑧ (7)Khon Kluhi db叩 posrun ba⑥ 

表引はKhG(ja103b7--....104a2)所引の Bustonの仏教史に示された七む'¥).名で

あり，表 Vに相当する部分であるが， Tucei氏(注 2)によっても関説されている。

表町①~⑧の序列はKhG(ja104a1--....2)の指示に従って付したものであるが，

引用の末尾に「試みの七人であるのだ(と)言うd とあるので Tuc('i氏の論ずる如く，



4 

KhGの著者が依用した Bus tonの仏教史では②と③の聞に sadが存し，両者を別

人物の様に表記していた様であるが，本来このふdはなく，表 V(1)に見られる通り

Bu s tonはこの②と③を同一人物の別名として並記したと認められる(do・， ja 103 

b6)。

〔表四) (1) Da va呂田lri gふr② (2) s Ba gSal回日① (3)Pa gor Bai ra 

tsa na③ (4)Nan lam rGyal ba mchog dbyans④ (5) sMa a tsarya R in chen 

mchog⑥(  6 a ) gTsan Legs grub⑦ (7)mKhon Klul.li dban po bsrun pa⑤ 

表砲は rG仰 bodkyi yig tsh日(stod cha， 13 2a 6"-b 2) 7)に示された七名で

あり，これに続いて表邪/の出家名が示されるが、その対応には混乱が見られる。なお

(1)はDavas/dBasの写誤である。

〔表団) (l)sBa Khri gzigs， sBa dPal dbyans①:わB時 Khrigshir bu S-

an si ta③ (2) sBa gSal sn泊， Ye ses dban po② (3) Ba gor He I}dod bu 

Bai ro tsa na rak~i ta④ (4)Nan lam rGyal ba mchog dbyans⑤ (5) rMa 

a tsarya Rin chen mchog⑥ (6) La gsum rGyal ba与ibyan chub ⑦ (6a)T-

sarI Legs grub ⑨ (7) 1，1臨onKlu与idb日 pobsrurI pa @ 

表明は dP，αg bs伽 ljoπbz日 (foil・11 1 b 6"-1 1 2 a 1 ) 8)に示された七仇路であ

り， Tucci氏(注 2)によっても表示されている。表明(1)の①は②~⑦に先立って

出家Lたが，その後に出家した②~⑦と合わせて七名とされる(表 II)。従って同

資料では①と③を明確に別人と考えている。さらに⑧と⑨を具体的説明なしに付記

しており，明らかに同資料は表 Hを基礎とし，これに表 Eを付加して構成されてい

る。従って同資料は(6)と(6a)が別人物であるとも明示している事となる。また同

資料は七名を三老と三若と卜)中間に分類する事(表区"-XlII)を誤りとしている。

〔表医) ( 1 a) r Ba Mandsu ~r i varma，りJarndpal go cha① (3) Pa gor 

Bai ro tsa na， rNam呂田五⑥ (5) rMa a tsarya Rin chen mchog⑦ ( 6 b ) 

rTsaIls De vendra rak~i ta， lHa dban srun ba② (7) Khon Na gend肌 Klu-

りidbari伊⑤ (8)Bran ka Mu k拙he叩n附I

(伶刷9的)R引la一白sKh加ams泊sp抑ag伊ocha ④ 
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表区は KhG(ja104a2.......3)に言及された「多くの前代の者JsIla rabs pa ma占

shigの示す七名であり， Tucci氏(注 2)によっても関説されている。表区(1 a ) 

は表玖珂資料の編纂者の一人であり，表 1(1)等とは全く別人物である。表区(6b ) 

も表四(6)と(6a)等と同一人物とすべき典拠はなく，むしろ表沼l等との対比から

lHa db白 /lHabu lha btsunの関係が注意される。また同資料では①~③を三

老，⑤~⑦を臼若，④を中間に分類して，老若中のJI.原で表示している。一方この前

代の者が誰であるかは，表区(5)が表Xに欠けている事を除いて，最も表Xに近似し

ているが，全同のものは確認出来ないので特定し得ない。

〔表xJ (1) dB時 Ratnarakti ta ②(  1 a) dBal} M品 8114rT①;Ye ~es 

dban po (3)Pa gor Bai ro tsa na⑥(  6 b) rTsans De vendra⑦ (7)J.:tKh-

on Na gendra⑤ (8) Br加 kaMuti ka ③ (9)Glan ka ta na④ 

表 XはBustonの仏教史(ya 1 2 7 a 1.......4 )に示される七名であり， Tucci氏(注

2 )によっても表示されている。これは表Vの七名に先立って関説される七名であ

るが，同資料末尾が「と或る者は言う Jと結ぼれており， Bu ston自身はこの七名

の伝承を信用していなかった様である(do・， ya127a6)。表 X(1 a)の出家名

Ye ~es dba込poは素直に文脈に従うならば(9)の出家名と読み得る 9)が，恐らく (9)

の名を挙げた後に ~ad ，或は da込bdunが本来存したものと考えられる(表刊;do・，

ya127a5)。ただ注意すべきは， Bu stonが rdPal dbyarisとBhaRatna等」

( do・， ya128a2)と記述しており，彼がこの両者を別人物と考えていた点、であり，

K h G ( ja 1 0 4 a 2 )はさらに BustonがBhaRatnaと表V(2)を同一人物と考えたの

ではないかと疑っている(Bu ston仏教史 ya141 b 2， 3， 6 ;注 2山口 b)。一方

従来の諸研究(注 2)によって，両者が同一人物である事と，表 X( 1 a )の出家名

は表 V(2)の出家名である事が史実として確認されている。また同資料は表 X(1)と(1 

a)が別人物であり，表 X(1 a)と表 V(2)が同一人物であると表明していると見倣

せるが，表 V(2)がMandsueriと称される典拠は他に得られず，むしろ表盟(1 a ) 

即ち表V(1)の位置にこの名が見出される。従ってここで吐MaIiiisueriが表区(1 a ) 

と同一人物であると見なしておく。また表X(8)は表K(8)等との間ぼ四kttika/)muti 
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ka/niu ki ta/(mu ti ta/)m吐hendraの転詑が想定され，表 X(9)は表直(9)との

聞に (RlaIISu / ) Rlans / GlaII (Su) ，表溜(9)との聞に(katyayana / ) ka ta 

na〆gata( varma ? )の転靴が想定され，さらに表班{の等は表立(9)と表 X(9)を同一

人物とする作為を見せているが，表区と Xの(9)が本来同一人物であったかは明確で

なド。なお問資料も@--③を三老，⑤~⑦を三若，④を中聞に分類して，老若中の

順で表示している。

〔表盟 J (1 a ) dBas M和由uirT① (2)Ye ~es dban po④ (3) Pa gor BaI 

ro tsa na⑤(  6 b) gTsaII De bendra ràk~i ta⑦ (  6 c ) gTsan Si lendra 

② (7)与回lOnKl叫idba:n po⑥ (8)Bt岨ka'Mu ki ta③ 

表 E は rNa隅 ~j 0明 srg抑 dkyi gsal byed ~od .er c側 (ta160b5--161aO10) 

に示される七名である。表.XI(6 b)と(6 c )は明らかに別人物として並記されてい

るが， (.6 c)の歴史像は明らかでない。或は(6 c )は訳経に携ったインドぬ師 Si-

lendrabodhiを指すのかも知れない。なお同資料も④を中間，①~③を三老， @'-

⑦を三若に分類じで，中老若の順で表示している。

〔表XII) u) sBas R山 1ar吟ita， Rin chen srUIi ba① (2) sBas Dお nand-

ra tak~ i ia， Ye ~es dbaII po srun ba② (3)dP叫 gor'Bai ro tsa， na ra時i

ta， rN阻 par:snaII md削f:!rwiba⑤ (5)Rat nendra rak~i ta， Rin chenめd

po srunba③ (6b)，rTsaIIs De bende ràk~i ta， lHal}.i dbaII po sru込ba⑦

(7)~阻onN五 gendra ，r枯れ ta，KluQi dban伊 srunba⑥ (9)G凶 Sugo ta 

varma rak~i ta， bDe bar g~egs pal}.i go cha呂runba④ 

表XIIはPadmadka，r po ( 1527;--92)のちBrug pa~i- ，ckos ~句仏 (.ka -cha 16 2 b 

6--163a6) 11)所引の「昔のご遺嘱の古文書J，snon gyi bk吟与chems，kyiyi ge 

市lnpaの示す七名であり， Tucci氏(注 2)によっても表示されている。表XII(5)

を表1'(5)等と同一人物とすべき典拠は明確でないが， Rin chenの一致からここで

は一応同一人物と見なしておく。古文書が何であるかは確認できないが，同資料も

①~③を三老，④を中間，⑤~⑦を三若に分類して，老中若の順で表示している。

〔表XlIJ (1) dB時 Ratnara時ita， Rin chen bsrUIi ba① (2) D sna nendra 
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ra時ita， ，Ye ses dban po bsrun ba② (3) Pa gor Bai ro tsa na rak~i ta， 

r Nam par snan mdsad bsrun ba⑤ (5)Ra tnendra rak~i ta， Rin chen dban 

po bsr吋 ba③(6 b ) gTsarI D e vendra叫らi肌 IHa与idban po bsrurI ba 

⑦ (7)rr品。nNag'叩 drarak~i ta， Klul)i dbarI po bsr由，ba⑥ (9)GlanKh阻-

s pa Su ga ta varma rak~i ta， bDe bar g~egs 仰い gocha bsnm ba④ 

表 XBIはNorckos ~byuñ (fol. ..121 a 7"'b 5 )のうち dKonmchog Ihun grub 

(1497"'557)著作部分 12)に引用された「昔の(gyis， / gyi )ご遺嘱 cheins 

の古文書Jにι示された七名であり， Tucci氏〈注 2，)によっても表示されている。

との古文書は表却の古文書と向一資料に違いないが，両者の聞には多少の文の出入

りがあり，また七名についても綴字等に相違が見られる。特に表XlII(9)は表区(9)と

衰 X(9)を同一視する作為を示しセいる(表X)。また当然、との資料も主老，中間，

三若に分類し，この順で表示している。

〔表前) (l)Davas Ratna rak~i ta，Rinchen bsrurI ba② (2) sBa Dsnend-

ra ra時ita， Yeみs，db向 pobsr町 pa① (3)Pagor Bai ro .tsa，na rak~i 

ta; rNam 胆 r. sna占md 則 bsrun pa ⑤ (5)Ran( / .rMa ?) :R叫 n凶悶a佃.ll(伽 M; i 

t凶a，Ri泊nc仙he佃nd品ba叩白 P伊ob加畠r由加③ (ω6b川)gげT吋 Deb肘en倒n仙E旺【

d伽b凶叩 伊帥b邑…r叩由 戸同⑦ (σ仰Tη)幽ゆ.on巾Nag伊糾a川 In山d伽dra同晶 r悶拙叫判a紘吟吋k時印~i ta， KI剛叫州id伽肱凶A伊川山b加8吋r吋吋

P抑a@;(ω帥9め)G印la品品凪姐自 p抑a伽 g酔hata varma 叫~i ta， bDe bar ふegspa bsrun-

S J風④

表:xIVは rG抑 bodkyiドg tsk仰 (stodcha， 132b 2"'6)に示された七名であり，

表VHの七名の出家者を表示したのに続けて，それ等七名のt出家)名として順次に

表示されたものである。しかし表町(3)⑥， (5ゆ;(7)⑥は各々表四(3)③， (5)⑥， (7) 

⑤に対応せず，特に表前 (6b)⑦と(9)④は各々表四(6 a，)⑦と(4)④と別人物であ

ると考えられ，表刃Vと表明に示される七名は本来その伝承を異にするこ種の表を

会通して一種にまとめ様としたものである。なお同資料は七名を老中若に分類して

いない。

〔表 XV) (1) r Ba Ratna① (2)Ye ~es db岨伊⑦ (3)Bai ro tsa皿④
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( 6 a ) gTsan Legs grub ③帥mChimsSa kya pra bha② ωshaII lHa加@

帥 Sudbu Khon legs⑥ 

表xvはKhG ( ja 104 a 3"'-4 )に「或る者Jkha cigの意見として引用される七名

であり， Tucci氏(注 2)によっても表示されている。表xv帥~仰は従来見られ

なかった名前であるが，三れ等は表XXI等に見出される。またこの或る者が誰を指す

か明らかではないが，表X湿が巌も近似(?)している。

〔表湖 J (1) sBa San ~i l} i bu Ratna① (3) Ba gor Ratn吟i加 Bairo tsan-

a③ (4)Nan lam rGyal ba mchog dbyans④ (5) rMa a tsarya Rin chen mch-

ag⑤ (6a ).gTsart Legs grub⑦ (7) l]Khon Klul]i db品 pobsrurIs pa⑥・帥

mChims A n叫ibu Sakya pra ba② 

表湖は bSodnams rgyal mtshan ( 1312"'-75 )の gSal ba~i 刑 e 1011 ( p・168-

9"'-1 4 ) 13)に示された七名であり， Tucci氏(注 2)によっても表示されている。

同資料の七名の構成は表Eと表潤の折衷であり，表xvがより，表XXIに近似した折

衷であるのに対して，表XVIはより表Eに近似した折衷となっている。

C表珊 J(1) r Ba yi b阻伽 818① or② (2)r Ba yi ban晶 egnis①or② 

(3) Bai ro tsa na⑦ (4)Nan lam③ (5) rMa ban Rin chen mchog⑤ (6)Las 

g呂田 Byan chub rgyal⑥ 帥 1&lurI Rab l]pyor ( /ゆ'yor)dbyans④ 

表澗は Kh G ( ja 1 0 4 a 4"'-6 )所引の Lor抑制 che処刑。 14)に示される七名であ

り， Tucci氏(注 2)によっても表示されている。 KhG ( ja 10 4a 4 )が irBa

bshedの考え方を基本として」と述べる如く，同資料は表 lに近似している。表澗

(6)の名は表 I(6)の変形と認められるが，表 11(7)の代わりに表珊帥を加えて，表 I

の六名を七名にしている。また帥は山口瑞鳳氏によってi報告されている如く，チベ

フトの著名な伝承でGlanDar ma (809"，-42)の殺害者とされる表珊帥の兄を指

すと認められる。15)同資料は以上の七名を示した後に，この七名に帥Namkhah s-;;-ト

npo@と(l$Khr i sron lde btsan⑨を加えた九人を， i最高の九人Jrab kyi mi 

dguと説いている(K h G， ja 1 04 a 6 )。

〔表珊 J(1) sBa dPal dbyans②; sBa回uibsher⑥ (2) sBa gSal snan① 
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(3) Bai ro tsa na⑦ (5) rMa Rin chen mchog⑤ (6)La gsum rGyal ba mchog 

③(lQ) lHa luII dPal gyi rdo r je④ 

表苅置は Blo偽 pobk叫it ha;" y i g ( ca 1 6 a 3---4 ) 16)に示された七名でトあり， Tucci 

氏(注 2)によっても表示されている。表苅置(1)では本来同一人物である②と⑥を別

人物としており，また表XVlII(6)は表 1(4)と(6)を混同した名であるが，便宜的に(6)に分

類しておく。表 X団側は表XVs帥の弟である。

〔表淑 J (1) sBa Khri bsher San si Ratna⑥ (2) s Ba mi Ye ses dban po⑤ 

(3) Bai ro tsa na② (4) rGyal ba mchog dbyans④ (6) rGyal ba byan chub ⑦ 

(14)Nam mkhal).i snin po③同町lrisron ldel).u btsan① 

表取は Lop仰 bkゆ tha;"yig (巾 67al---2)17)に示された七(?陥であり， Tuc-

ci氏(注 2)によっても表示されている。同資料の末尾に「試み(σ主人七人Jsad 

mi mi凶un(do・，出67a2)とあり， Tucci氏は表 X医師を除外して(1)を二名分に

数えて，計七名と表示する。しかし文脈としては，回lrisron ldehu btsanが招請

した党語の学者の名表(do. ， na 6 6 a 3---b 5 )を掲げた直後から， i文殊料化身たる

Khri sron ldehu btsanが，甚深の経部の言葉と意味をご会得になってから，人々

に対する利益の為に，経部の意味などを集めて ，Shus pahi 1 ehu brgyad c包 rtsa

bγg抑 dpa，叩 Do chen brg仰 dc吟ikhun ，ヂNα1~byor chen po sg側仰が i間 ，

八八章三四巻和I)R印 cenhphren bαと言う(著作)を仰せになったJ (do・，臼

66 b 5---6 7 a 1 ) 18)とし， ζれに続けて表淑②~⑦の六名を掲げて，最後に試み

の人七人とまとめている。従ってここでは上に示した如く，表 I医師①を七名σ〉一人

に数えておく(表澗)。

〔表 XXJ 帥gNubsNam mkhaち52TIhpo ①間 ~Dre rGyal bal).i blo gros 

②(18)Ru go~ Birya ra tsa③帥Druggu Upe ~a ④帥Glañ dPal gyi sen 

ge⑤ (21)Ce Ku ku ra tsa⑥ 

表XXはγG仰 bodk似れgts/utn ( s tod cha， 1 33 b 4---5 )に示される，密呪に於ける

翻訳師 10tsa baの「試みの人六人Jsad mi mi drugである。この伝承がどの様

に成立したかは不明であり，表xx帥を除いた制---(辺)の五名については表 1---取
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のいづれとも関連を見出し得ない。従ってここでは参考として名表を掲げるに止め，

以下の検討対象からはずさねばならない。

出家者の名衰の系統と諸名表 表口を除いて前節に示した表 1'"'-XIXを既観して，

白ずなからそれ簿の名表を五種の系統ゆ類し得ることが明らかである。即ち表 l'"'-ll;

IH __1唖;IX.......邪r; xv '"'-別;X四~置の五種目) であり，この内の表 1，IH • V1， 

医， XV，泊唱は全て KhGに引用された名表である(図 1)。従って最初に述べた如

く，KhGには出家者の名表の種類が殆ど基本的にそこに尽くされていると確認出来る。

また KhG ( ja )の著述された 1545年までに，表 XI(6c)と表澗帥を含めて全て

の出家者の名が出揃っていたこととなる。さて表 i系統は rBα/ sBα bshedの系

統であり，最も古い伝承を伝えていると想定され，KhGの著者もさまざまの出家者

の名表が rBα bshedを基本としていると認めている却)。さて表 E系統は表 Vの著

述された 1322年までにはその原型が成立していた。この系統の特色は (6a)と(7)

が新たに加わっている点であるが， Tucci氏(注 2)が既に指摘する如く， gTsan 

に拠りKhon氏を祖とする Saskya paの意向を反映して，この(6 a )と(7)が新たに

加えられたのであり，そしてその代りに影響の少ない(6)が除外されることによって，

この系統が成立したと認められる。表医系統は表却の著者の没年たる 1216年まで

にはその原型が成立していた。この系統の特色は(6 b ) '"'-(9)が新たに加わっている

点であるが，これも Tucci氏の指摘する如く， Sa skya paの意向を反映して， (6b) 

'"'-( 7)が， dBusに拠り Rlan氏を祖とする Phagrno gru paの意向を反映して(9)が新

たに加えられたのであり，そしてその代りにやはり影響の少ない(4)と(6)が除外され

ることによって，との系統が成立したと認められる。この系統はさらに二種，即ち

表政~迎;XIl '"'-XIVに分類することが出来る。前者の系統の特色は(1)の代りに(1 a ) 

が，そして(8)が新たに加わっている点であるが，両者がBuddhaguhyaの密教を尊入す

る為に尽力したとする伝承を，羽田野伯猷氏(注 1)が報告している。またこの系

統では(1)'"'-(2)や(5)を除外する例が見られ， γBα bshedの伝承を軽視し， Sa s匂ra

paやPhagrno gru paなどその時代の意向を色濃く反映しており， Bu stonが表 X

を示しながらもそれを信用していない如くであるのも領ける。時代の意向を反映して
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いる点では， (1)---(2)や(5)を除外してはいないが，後者の系統も同様と言い得るであ

ろう。表xv系統は表刀Iの著述された 1368年までにはその原型が成立していた。

この系統の特色は(6 a ) ， (7)， (l()---仰が新たに加わっている点であり， (6a)と(7)

が新たに加えられ， (6)が除外された事情は表 E系統の場合と同様であろう。一方と

の系統に新たに加えられた帥~闘は，次に掲げる表XXl等から取られたと解される。

〔表XXl) (1) tBa Khri bsher gyi bu Khri gzigs， S組 ~i ta ③ (3) Pa gor 

Hen刷odkyi bu Bai ro tsa na②帥mChimsA rr時ibu釘 kyapra bha① 

帥 shan苛abzan gi加 lHa加 lhabtsun④ ω8ud bu E吋 leb⑤

表XXlはKk G ( ja 1 0 3 a 5---6 )所引の rBabsked che baの記述中に見出される名

表であるが， i未の年約)孟春月 (779年 1月)の頃に Slobdpon (S皿 tarak号ita)

がTh釦nscad yod smr時isde dBus pa Bye brag tu smra baの十二人の比丘を

招請した後， sh佃 (elblonの子供達に Slobdponがインド語を教えたので……(表

XX1)……達が(インド)語を学習した。mChimsLegs gzigs達多くの者が習得し

開なかった斗 (KkG，ja103a4---6 ;注 2;注 4 川越)としている。なお表 XV~

と表.1(6a)， (7)の関係が注意され，或は前者に仮託して後者が出家者の名表中に採

られるに至ったのかも知れないが， Sud buとl{honの両氏族の関係は明らかでない

(表xv)。

〔表瑚) (1) sBa Khr i bsher sru"t ~i ta ② (2) sBa gSal snan① (3)Pa dk-

or Naちdodkyi bu Bai ro tsa na③帥mChimsA nl時ibu Sakya④帥Sud

卵白onsleb⑤ 

表瑚は sBao8ked (p. 50-2---4)に示された，表潤に対応する名表であるが，

i Slob dponのインドの語を学習することにより，…・・(表澗)……達が(インド)

語を学習した。 mChim Lon gzigs達 sh姐(と)blonの多くの子供聞はご病気にな

り(インド)語を習得し聞なかったので， Jとし，未の年の比丘招請は sadmi dr-

ug出家の話題の直前 (do.，p. 50-10---11)に記述されている(注 4J11越)。

さて以上の名表を考慮するならば，或はこの表xv系統がむしろ古型を保存している

かとも疑い得るbf，この伝承を表却資料以上より古くには辿り得ない。また本来一
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種であった名表が表!と表羽目の二種に分かれたとすべき必然性を想定することも

困難であり， (6 a )或は(7)がこの系統に含まれていることから，やはりこの系統

は表!と表四を取捨してより後代に成立した伝承であると認められる。表XI'II系統

は表XI'IIの著者の没年たる 1075年までにはその原型が成立していた。この系統の

特色は帥~帥が新たに加えられている点であるが，これは rNinma pa系の意向を

反映して成立した伝承と想定される。以上の概観から，出家者のさまざまな名表が

rBα bshedを基本として成立しているとする KhGの著者の見解が正当なものであ

る事を確認し得るであろう。一方 sadmi drugの出家を考察するに当って，なお考

慮するべきその他の名表も多数伝承されており，それ等の内で当面必要と思われる

ものを以下に取り上げておく。

〔表 XXIH) (1) San ~ i② (2) r Ba gSa1 snan①帥shanNa bzan③ ( 忽)Scn

mgo④ (加点ersT昭 btsan⑤

表 XXIHはKh G ( ja 8 1 b 5 )所引の rBαbshedの示す名表で，彼等は S瓦ntarak号ita

の第一回入蔵時に彼に rGya1poからの黄金を届けた者達である (sBαb shed， p. 

17 -14"'-5) 21)。

〔表 XXIV) (2) sBa gSal snan①帥mChimsS五kyapra bha⑤ (12a)Sud 

bu dPa1 gyi sen ge⑦(忽:)Sen mgo 1Ba 1un gzigs② ( 却 sNanam r Do 

r je bdud与joms③ (25)1Ce Ds-;;_a na siddhi④(a5) Bran ti Dsa ya地主

ta⑥ 

表四VはKhG(ja83a6"'-7)所伝の Padmasaf!lbhavaの沢山の rnamtharと10

rgyus (do ・， ja83a.4) の示す名表で，彼等は Padmasa~bhvava を招請に趣いた者

達である 22)。

〔表以V) 帥 shan苛abzan① (22) Sen mgo lBa 1un gzigs③ (お)宮古er

sTag bts岨 gDo~ gzigs② (27)Nan ~o ma ( /;a mi )④ 

表 XXVはKh G ( ja 9 0 a 1 )所引の rBαbshedの示す名表であり，彼等は Santarak一

号itaの指導でBonpoを論破した者達 23)である (sBαbshed， p・27-14)。

〔表沼町) (1) blon 即日ibsher San si④ (2) Ye ~es dban po②帥 shan



15 

均 al:-;}en苛ahzan③(お，)10tsa ba D品 nade ba koia⑤(2:)) 1 Ce凪 -

yi草hrug⑥(お1)b1'姐 zeA nanta⑦ 

表XXVIは814年に成立した sGrasbyoパ側 pog古is pa (F北京版 ..144，No.

5833， p・73:-1-6--"'2 -1 )前序 24)に示されるKh1'is1'on Ide bts祖代の翻訳

師の名表である。名表の最初には Bo品 isatva ( Sãnta1' ak~i ta )①が示さ札るが，

チベット人ではない為に省略する。

〔表X珊)• (l)dTs時 /dBaq dPal dbyans② (2)dB時 btsunba Yeみdban

po① (4)Nan lam 1'Gyal mchog dbyans③帥 lHalun dPal gi 1'd.o l' j.e⑨ 

匂)My阻 g~ al]: myi 00 cha⑦(温)与00l).bom(?) 1'Do l' je 1'gyal po④(窃

Jen gSal 1'ab l' in po che⑤、(お:)MyanmChog 1'ab gsho nu⑥ (30Glel:}.u 

gSho nu snin po⑧(3'5)Tsh.og / Cog 1'.0 dPal gi .sen ge⑩ (36) Tsog/ 

Cog 1'0 Byams. pa与isen g@⑪ (37)Cog ro (1:}.) Chos kyi bらesbs⑫

表X澗は St. N.o. 68.9 (2b 4--...5)に示されるirGyagarの制師 Bode sva dva 

(Santarak号ita )達の弟子(の系譜 )Jであり， i彼等は bSamyasと与Phrulsrト

an以上の善知識でございます。Jとされている。なお同資料にはmDogams，K阻

bcu，Gon cu地方の軌範師達の系譜も示されている 25)。

〔表XXVJl) (S)Bai 1'0 tsana① (5) rMa Rin chen mchog⑥ (7)Khon Kl時i

dban po⑤ (30) Kha che A n岨 ta③ (37)lDan ma 1'tse man②(お，)gNags

. Ds鼠 naku ma 1'a④ (39)Ka ba dPal b1'tsegs⑦ (40)Cog 1'0 Klul:}.i 1'gyal 

mtshan @ (41) sh岨 Yeみs.sde⑨ 

表X珊はKkG(jaI25a3"，:，4)に示された吐蕃の翻訳師の名表であり，この内の

①~③は三老，④~⑥は三中，⑦~⑨は三若とされ，老中若の!瞭に表示されている

( gSal加料問 1on. p. 180 -15--...2 0 )。

伝承の成立と戒師 出家者の名表の諸伝承を比較することによって，表 l系統が

最も古い伝承を伝えていると以上に想定したが，この伝承は出家の行われた 779

年以降，表澗資料の成立iした 11世紀に到る聞に成立している。一方この伝承を

伝える 7・Ba/ sBa bskedの相当部分の成立を吐蕃期に限定し得るならば，この伝
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承の成立をも九世紀前半までに限定し得るが，それを論証すべき論拠はまだ明確でない

(注 4)。ただ出家者(1)叫帥のうち(1a) ， (7)，帥--a4)， 帥等はその活躍時期が九

世紀前半とされ(注 1，15，24山口)，既に関説した(6 a ) --( 6 c ) ， (9)と共

に，彼等を含む出家者の名表は明らかに後代の作為，或は誤伝を含むと認められる

為，出家者の名表そのものとして考察に価するのはこの表 l系統のみとなる。さて

表!と Eに於ける重要な相違点は(1)と(2)の序列の相違である。出家者の名表を掲げ

るに先立って表 I資料では r(インド)語を学習した者達の中から最初に Bodで信

仰の大きい rBa目立igzigsが出家して，比丘(と)なり，お名前を dPaldbyansと付

け，…… bTsanpoは……汝は Bodの宝 rinpo cheだと仰せになったので，お名前

もrBaRatnaと付けさせ， Bodの出家で初めの者 snabaは彼なのだ。J (ja 103 

b 1--2 )とし，同じく表 E資料でも rBodで信仰の大きい与B時目立igzigsは比丘

(と)なる伸…… bTsanpoは…汝は Bodの ratnaだと仰せになったので，名前も sBa

Ratnaと付けて， Bodの出家者で初めの者自nabaは彼なのだ。J( p. 5 0 -13--6 ) 

と述べている。両資料は共に彼を初めの出家者と認め，出家者の人数も六名と明記

しているが，表 Eでは彼を②の序列にも置いている。この序列は表X沼1--X珊によ

っても保証されるが，問題は何ぜ彼が初めの出家者とされるかである。出家者の名

表を掲げた後に表 I資料は「と制五ωは比丘(と)なって， gSal呂田nに(彼が)以前

発心を願った時に付けた名前 Yeみsdban poを付けた。それ等(の出家名)を付け

てから試みの六人が出家しむ(ja 103 b 3 )とし，同じく表 E資料では「和)六ω
は比丘(と)なって，名前も Ye~es dba~ poと， dPal dbyaーなどを付けてから試み

の六人が出家した。J(p.51-3--4)と述べている。両資料の記述に従うならば彼

と他の五肘名の出家は同一時とされていないので，表 E資料では彼が二度出家した

ことになってしまう。従って出家者の名表は表 l資料の記述が矛盾のないものであ

り，表 H資料は②を添加した変型と考えられる。しかし表 Eの序列は 814年成立の

表XXVIによって保証され，さらに bS細 yasのrinlugsの就任順位とも対応してい

る(注 1山口)。さて彼と他の五円名の出家は， bTs加 poがSlobbpon即ち San-

taraks i taにチベット人が出家することの可否を詰問し，許しを得た後に各々行わ
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れている。従って文脈としては当然 Santaraksitaが戒師となったと理解されるが，

その点を明記していないのも事実である。戒師を明記する伝承には二種の系統が存

して，表 V，W(刃V)，V1H， XIl， XVJ資料は Santaraksitaとし 9 表X資料はDanasi-

laとしている。表 X資料は著者 Buston自身がこれを正しいと認めていない様子

であり，表理資料は Danasila説を誤りとして退けている。表沼資料では出家者の

名表を掲げた直後に「彼等が rNamdag khrims khan glinで， rGya garの戒師Da

naiτlaをお招きして，律を学習したので rNamdag khrims kha占glirIと言う。」

( ta 1 6 0 b 6'" 1 6 1 a 1 )とあり，この種の記述から伝承が成立したと考えられるが，

彼は 814年に成立した表沼町資料の編纂に携っている(注 24山口)ので，いずれ

にしても彼のチベットに於ける活動は九世紀前半であり， Glan Dar maの治世に及

ぶとする伝承 (K h G， ja 1 37 a 3"'4 )も存し，彼を戒師と認めるべき明確な論拠は

ない。従って Sãntarak~i ta ，或は可能性としてのみ考えれば，出家に先立って招請

された有部の十二比丘の誰かが戒師となったと予想される。 KhGの著者は rBo dhi 

sa tvaのお名前 Santarak;i taの末尾の raksitaをこの者達の名前制最後に伴

って， Bai ro tsa na rak~i taと(言う名)などが存する様である。J( ja 103 b 

5 )とするが， (1)に rak~i taが付されるのは表 X，XIl '" XlV資料のみであり，しかも

出家名 dPaldbyansではなく， bTs佃 poに与えられた名 Ratnaに付されている。

また Santaraksitaのチベット訳は Shiba htshoであり， raksitaをhtshoではな

く bsru~s paと訳すのは新定語 skadgsar gcadを誤って用いたものであり 26)，い

ずれにしても後代の付加と認められる。一方表 X畑資料はこの名表が Sãntarak~i ta 

の弟子(の系譜)である事を明記しており， (1)"'(2)と(4)が彼を戒師としていた論拠

となり得るが，帥に関説し，その後にさらに三名の弟子 (35)'" (37)を列挙しており，

向資料はGlarIDar maの治世，或は九世紀半ば以降の成立とすべきであろう。さら

に同資料の (27)⑦が bSamyasの宗論に先立って摩詞街禅師の禅宗に対する禁教に

抗議自殺(?)した乞者弥 Ña~ ;a mi 27)と同一人物を指すならば，彼は印度側仏教徒

でありながら摩詞街禅師に好意を示し，また九世紀前半に於ても存命していた可

能性が生ずるが，他の明確な論拠は得られない(注 27山口)。これとは別に王錫
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が編纂した「頓悟大乗正理決」に付された彼の叙文によれば，摩詞街禅師の教化を

受けて皇后没直氏 jomo gcen l;lBro bza.り(即日irgyal mo bts組， Bya~ chub r je ) 

が出家し，さらに賛普の挟母たる悉嚢南氏自Nanam bzahと諸大臣夫人三O余人が

一時に出家したとし，これに続けて僧統大徳宝真と蘇眺王嗣子須伽提に関説し，以

下に印度側仏教徒との車L礁の経過を述べる中で乞奪弥等の抗議行動にも触れている

(注 2)。チベットの所伝によれば皇后没麗氏等の戒師は rBaRatnaとされており，

(Kh G， ja 104 b 2; sBαbshed， p. 51-9-，10)，須伽提は(9)Su ga taと同一人

28) 
物!とも解し得る 。 さて僧統大徳宝真の(都)僧統は rin lugs， 

大徳は bandheに対応すると考えられる 29) が，彼について「叉有僧統大徳宝真。

俗本姓絡。禅師，律不昧於情回。経論備談於口海。護持仏法。陪更精修。或交解色

身。曽非焼勤。並禅習然也。J( F頓!悟大乗正理決..p. 77左20"-3)30)と述べ，

彼の本姓は筋吋iek (注 27Karlgren， no. 873 p )とされる。禅師は摩詞街を指す

とも解し得るが，その場合は「禅師ノ律ハ」さらに r(禅師ノ)経論ハ」の意であ

り， r護持」以下の主語が再び宝真に交代するのに明示がない無理が生ずる。従っ

てここでは禅師は宝真を指し，当該部分は「禅師ニシテ，律ハ」と読解される。従

来の諸研究によれば，この宝真は乞幸子弥等と共に抗議した rNegs r in po che，蔚立

問題の rBaRatnaと同一人物視されている(注 I山口;注 2)。確かに息島は rNegs

に音価が一致しているが，宝真が僧統とされ，賛普の嬢母等に次いで記述される程

に彼が重視されていたことを説明出来ない。一方この禅師 zim戸(注 26Karlgr-

en， no・147b， 559a)の対音を，音価は異なるが， Sa~ ~i に比定するならば，

彼は鍋ではあり得なくなる 31)。鵠と rBaの音価の相違を除外すれば，宝真に関す

る記述を rBaRatnaを指すものと解して矛盾は生じず，むしろ当時の吐蕃に於ける

仏教事情によく一致する。従ってここでは宝真と rBaRatnaを同一人物とすべきで

あろう。以上に関説した諸資料の問題に対する無理のない解釈は，山口瑞鳳氏によ

って明示された如く， r Ba Khr i gz i gsを初めの出家者であるとする伝承を虚構と

して捨てることであるが，虚構とすべき論拠は明確ではない(注 28)。従ってここ

では伝承が史実であった場合の仮説を敢えて提示しておくこととする。即ち rBa回目i
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gzigsは，恐らく中国禅系のもとで発心を果たし以後中国仏教の導入に尽力してい

たが， 779年Sゐtarak号itaを戒師として出家したO 一方 rBagSal sna込も Sant-

arak号itaのもとで発心を果たじ，以後印度仏教の導入に尽力していたが，恐らく彼の

資格か資質の故に， r Ba Khr i gzigsの出家に遅れて S;Wtarak号itaを戒師として出

家し， Santarak号itaが没するや彼がその後継者として bSamyasの rinlugsとな

った。後に彼は地位を追われ rBa回lfi gzigsがrinlugsに就任するに到り， 791

年に彼は皇后等の戒師ともなった。以後は出家の順位ではなく ri白 lugs就任の順位

が序列として重視されることとなるが，さらに bSamyasとSantarak宇itaとの関係

から， rBa Khri gzigsが印度仏教の導入にも重要な役割を果たしたかの如き諸伝承

の混乱と発展を促した。以上の仮説のうちで中国禅系とするのは宝真が禅師とされ

るからであり，このことが逆に Sa~ ~i の対音を禅師とする論拠ともなり得るが，

発心以上ではあり得ない 32)。即ち出家名 dPaldbyarIsを受ける理由がなくなるか

らであるが，表沼町(1)がこの出家名を示さないのは，彼の中国禅に対する好意が終

生のものであったことを示すかも知れない。 rBagSal sn叩には二人の娘がいた

と伝承され (K h G， ja 1 2 3 b 1， 1 27 b 5 ; 8 Bαbshed， p・64-13)，或は後に rin

lugsを追われるに到るなどの点から出家の遅れた理由を想定することも出来る(注

32 )。また彼の出家も同じ 779年中のこととして不都合はないが，依用したチベ

ット資料が常に年月の交代を明記すると言う性質のものではない為，これを数年遅

33) れと解することも可能である 。彼が後継者として rirIlugsに就任し得たのは，

従来からの Santarak号itaとの深い関わりと共に， rBa回lfi gzigsの中国禅に対す

る好意を嫌った ihtarak号itaの意向を反映したものでもあろう叫

今後の課題 Sad mi drugの出家に関する諸伝承を確認し，諸伝承相互の関係を

整理すると共に，出家に至る事情の一端に仮説を提示した。出家の史実については

当然なお多くの課題を残しており，それ等の課題は dPaldbyansは勿論のこと， Ye

ses dban poやBairo tsa na等の歴史像を明らかにすることによって，今後解決

して行かねばならない。またこれ等個荷の歴史像を明らかにすることは， Sad mi 

drugの出家を明らかにするに止まらず，即日isroII. lde btsan代の仏教事情，さ
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らに吐蕃仏教史の解明を促すものとなる。ここでは避けることの出来ない手続きと

して，その様な研究に向けての基礎作業のみしか示し得ず，特に dPa1dbyansに関

しては多くの場合に詳論を省いて論述を進めたが，彼は当時の仏教史を研究する上

で最も重要な人物の一人であったと考えられ，他の出家者と共に彼の歴史像を詳論

する機会を別に持たねばならない。

〔注記〕

1)山口瑞鳳「吐蕃王国仏教史年代考」ノ成田山仏教研究所紀要 01 (..成田紀要 01)

3， 1978等参照。尚回Hisro込1debts加代以前と以後を含めて吐蕃仏教史を

論じたものに羽田野伯猷「チベァトの仏教受容の条件と変容の原理のー側面J(前

篇)， ..日本文化研究所研究報告 014，1968等がある。同氏の所論は現在に於

ても多くの教示を含むが，ただ諸伝承を史実と認定する為の論証よりも諸伝承

そのものを重視する所論は取らない。むろん諸伝承はそれ自身が歴史的背景を持

つが，その歴史的背景は諸伝承の仮託された時代に属するか，或は諸伝承の成立

した時代に属するかが厳密に論証されねばならない。例えば「金光明経」のチベ

ァト伝来が}Chrisron 1de bt目印代以前であった論拠と論証は，同氏の所論に明

示されていない。諸伝承の聞に整合を求める丈では，伝承の世界を脱して歴史を

再構成する手段とはなり得ない(拙評 I(回顧と展望)チベットJ， ..史学雑誌 J

89-5，1980)。

2) Go Tucci， M叩 orBuddhistTexts s， Serie Orienta1e Roma9-2， ls MEO， 

Roma， 1958 ;山口瑞鳳{alIチベット仏教と新羅の金和尚J， ..新羅仏教研究」

東京， 1973 ;悶(b)I Ri込lugsrBa dPal dbyansJ，"(平川彰博士還暦記念論

集)仏教における法の研究」東京，春秋社， 1975等参照。

3) L. Chandra ed.，叫Khαspαhi dgah sto惚 4，Sata Pitaka Series (SPS) 

9-4， New Delhi，lAlC， 19620 同資料の第一と三章は 1545年に，他の第

二と四~五章は 1563年に著述され，著者 dP叫 bogTsug lag l_tphren ba (1504 
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--....66) 61才の 1564年に完成したとされ，その第三章の第二節が以下に依用

する jal侠に相当する (K h G 3， S P S 9 -3， p. 8 6 4 j 1. 9--....2 4。尚この部分

についても筆者は山口瑞鳳氏の講読を受講した)。

4) R. A. Stein ed.， Une chroniqueαnci叩 nede b Sα叫一宮αs sBα-b';ed，Pl-

HEC Textes et Documents1， Paris， Centre National de la Recherche Sci-

entifique， 1961 ;川越英真 'rBabshedの一考察J，" (東北印度学宗教学会)

論集 ..5，1978等参照。

5) Tshal pa KIlll dgめ rdorje， Deb theァ d叩 γ po1， Gangtok， NIT， 1961。

稲葉正就・佐藤長訳「フウランテプテル」京都，法蔵館， 1964によれば，同資

料は 1346年に著述された。

6) L. Chandra ed.，The Collected Wo付 sof Bu st仰 24， S P S 6 4 -2 4， do・，

1971。西岡祖秀，0'"プトゥン仏教史」目録部索引J 1 r c東京大学文学部)文

化交流研究施設研究紀要jcr文郊諜j)4，1981によれば，同資料は 1322年

に著述された。

7) gYas ru sT 昭 tshandPal与byorbzan po， rG抑 bod kyi 智正gtsan明 Kl!as

pα dgah byed ch印刷 hDsαmgl叩 gsalbah:i me lon(stod cha， smad cha)。

今枝由郎氏の好意によって入手した複製本を依用する。 A・Macdonald，Pr~amb-

ule a la lecture d'nne Rgya -Bod yig -chan， Jo抑制1As印 tique(JA)251-

1，1963によれば，同資料は 1434年に著述された。

8) L. Chandra ed.， Collected恥 rksof S慨 -pα-mkhan-po1， SPS 214-1， 

do.， 19750 L. Petech， Foreword， L. Chandra ed.， dPαg-bsam-，ljon-

bzan3， SPS 8， do.; 1959によれば，同資料は著者 (1704--....76)により

1748年に著述された。

9) bar pa Glan Ka ta na rab tu byun bal_ti mtshan Ye ses dban po yin lal 

(Bu ston仏教史， ya 127 a 3)。

10) G刊 gspa r仰 αl慨 tshangyi bka~ ~bum2 ， bSod nams rgya mtsho comp・，

Sα sk仰仰が bkα~ ~bum 4， BT 1 -4， TOkyo， The Toyo Bunko， 19680 同資
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料を著者(1147----216 )がいっ著述したかは明確で、ない。

11) L・Chandraed.， Tibetan Chγoni cl e 01 Pad棚 -dkar-po，SPS 75， do・，

1968。同書によれば同資料は 1575年に著述され， 1580年に改訂されたと

= > 
百フ。

12) Nga wang Topgay ed.， A Histoγy 01 Buddhism， New Delhi， 19730 Z. y-

ama伊lchied.， Cαtalogue 01 The To抑品川koCollection 01 Tibet側 Works 0れ

Hi s t or官， CCTCTW 1， Tokyo， Toyo Bunko， 1970によれば， Nor寺派の

dKon mchog lhun grubによって前半が著述され，そのご同派の SarIsrgyas phun 

tshogs ( 164 9----? )によって 1692年に後半が著述，完成された。(No.3 4 7 A -2606， 

506-3049)。

13) B. 1 . Kuznetsov ed.， rG官α1rabs gsal ba'i慨 10吋 .ST I， Leiden， 

1966。山口瑞鳳 r'"諸王統史明示鏡」の著者と成立年J， '"東洋学報~ 60-1・

2， 1978によれば，同資料は 1368年に著述された。なお七名の転写について

は筆者の転写規準に従って改めたものである。

14) 佐藤長「ダルマ王の在位年次についてJ， r 史林~ 46-5，1963によれば，同

資料は回lUston brTson lJgrus g-yun drun ( 1011----75)の著作であれ Log 

附 nch同情。とも称される (cf.KhG，ja154b6)が，現在は引用によってし

か知られない(注 2)。

15) 山口瑞鳳 r'"三十頒 J「性入法」の成立時期をめぐってJ， '"東洋学報 ~57-1'

2， 1976。なお注 1山口;同「ダルマ王殺害の前後J， '"成田紀要 ~5 ， 1980;

同「ダルマ王の二子と吐蕃の分裂J， '" (駒沢大学)仏教学部論集~ 11，1980は

842年に GlarIDar maが殺害されたと論証しており，従うべきであるO さらに

同氏は殺害者について「新唐書」吐蕃伝の会昌二(842 )年の条下の「用事者共

殺之」の之はGlarIDar maを指し， r宰相(尚与思羅)兄弟殺賛普」の賛普も

GlarI Dar maを指すとし， dB功srGyal to re sTag snaがGlanDar maを殺

害したと論ずるが，之は dBahsrGyal to re を指し，賛普は回lrigtsug lde br-

ts加を指すと解すべきでーあり， dBa与srGyal to reが殺害されたのを契機とし
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て尉恐熱(dBahs ) Kho五bsherが反乱を起こし，尚与思羅を撃つに際して恐熱は

思羅らがKhrigtsug lde brts組を殺害したと虚偽の扇動をしたと解すべきであ

ろう。即ちGlanDar maが没したのはチベット暦の成 (842)年の年末であり，

中国磨の会昌三 (843)年の年頭であって(注 1山口)，上記の諸事件は会昌二

(842)年の出来事だからである。従って会昌二年に達磨が没したとする「補国

史」の判断は誤っており， Glan Dar maの殺害者がlHalun dPal gyi rdo r je 

であるとするチベットの伝承を否定すべき論拠はなくなる。また山口氏の論ずる

如く，即日igtsug lde brtsanが殺害されたとする誤伝は，との「新唐書」等の

記述の誤解から生じたと想定される。守

16) 同資料はorgy岨 gli企pa(1 3 2 3---? ; G・Tucci，'Tibe tan paint ed scrolls 

1， Roma， La Libreria Dello Stato， 1952)の発掘本 bKaktkan sde 1ゐに含

まれ，ここでは東洋文庫蔵外Ni>.351.，..2620(注 12Y醐 a伊 chi)を依用する。

17) 同資料も orgy回 glinpaの bKo叫 tkansde 1加に含まれ，ここでは東洋文庫

蔵外Na351-2619を依用する(注 16)。

18) 敦埋蔵文資料Pelliot tib~tain(Pt.) Na818( fol， 1(?)a 3)には rNalkby-

or cke偽 poregmn ba~! don 1 1 tkeg pa ck開抑制 mdosde zab脚内側slas 

b t'Us pa~ 1 1 lel].u brgyad cu rtsa brgy叫 E叫!b阻 podan pol~o 1 1とあり

(Y.lm且eda，Documents t i bらtainsde Touen -h∞a噌 concernantle Concile 

由 Tibet，JA263-1・2，1975)，また sPugYe ~es dbyans伝を示すPt.No. 

996(fo!. 4a5---6)には thegpa chen pol].! mdo sde ne pal].i don du gsuns 

pa rriams ky! khuIis d阻 y岨 gtugsnas 1 the tsom du shus pal].! lel].u brgya-

(d) cu tsa brgyad dan 1 mdo sde brgyad cul].!油田snas 1 the tsorri le相

re re la yan 1 抽出 mdosdel}.i don gni s gfi1白 gsumgsum gyis bstan te 1 

とある(M. Lalou， Document ti~tain sur 1 'expansiondu Dhyana chinois， 

JA， 1989)。以上二種の記述から見る限り rNal ~byor ck問 posgom仰が l'Un

はYe Jes dbyahsの著作であり，その本文は部分的に Pt. No.818， Stein ti-

時tain(St. ) No. 705によって回収される(木村隆徳「敦埠チベット語禅文献
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目録初稿J，'"文交紀要.o4，1981)。一方悦Do ch同 brgyad 同~i khunsはBusωn 

等によって摩詞街禅師の著作とされている(S. Go Karmay， A discussion on 

the doctr.inal poaition of rDzogs-chen from the 10th to the 13th ce-

nturies; JA 263-1・2，1975)が， Pt. ぬ 996の記述に依る限り必ずしも

とれを著作題目と解する必要はなく ，Shus仰hilehu brg抑 dc包 rtsa brgyaqpa 

についても同様どすべきである。即ち当該部分を「了義と仰せられた大乗の諸経

の根源とも接した後，疑問として伺った八八章と八O経の根源から，疑問和}各々

の章に対しても，根源たる経のそれぞれ二~三の意味によって教示してJと読み

得るのである。木村隆徳氏は八O経の根源のみを著作題目とし，さあにこれを

「諸経要抄.!(擬題;「大正新傭大蔵経」八五，ぬ2819)と同一視するが，仮に

とれが著作題目であったとしても「諸経要抄」と同一視すべき典拠はない。即ち

氏自身も関説する如く，沖本克己「敦煙出土西蔵文禅宗文献の研究(2)J， r-印度学

仏教学研究..u(r印仏研..1)27-2，1979によって Su，trasa側 叫caya r-(影印北

京版)西蔵大蔵経.!(r 北京版...)102， Nl5330)と持雷する引用文もPt.818に

あると報告されているからである。また将搾拘まYe忌sdbylllIsの著作の具題を Theg

pa ch帥仰……… l側 (Pt.Nl996， foL 3b5)とも解しているが，当該部分

は「大乗を無分別に修習するこの道を，要略して教示した者はまた，比丘 sPug

Ye ;es dbyansが最初で」と読み得る為，これを具題と確定すべき論拠が不明で

ある(do・， 5a3)。最後の R印 cen抑伽帥仰については知る所がないが，上述

の敦埠蔵文資料による限り，これ等四著はYe~es dbylllIsのrNalhb官orchen 

por sg側 bahidoη 及び同書の前書の文脈を誤解して書名とした三著で，この三

著は本来実在しない資料を指すのではないかと想像される。

19) Tucci氏(注 2)は出家者の名表の系統を表 H(1)，珊 "-X政;V(VJ)， X， XVI ，; 

VH，却"-XIIの三種に分類し，第一の系統が最も古い型であろうとする。しかし具

体的に論証するまでもなく，氏の系統分類には何の根拠もなく，表珊"-X1Xが最

古型を保っているとすべき論拠もない(図 1)。

20) Kh，Gでは表 1，m， V1， IX， xvを引用，関説した直後に shessogs与dodlugs 
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ma五dusnan ya凸γBα b s h e d kyi lugs gtso bor bzuI.t s te Lo rg百包sche匁明。

las匂叩l ……(表珊)…… shes与chadpar snan ba与iphyir ro ) ) (ja 

10 4a 4"-6)と記述している。筆者はこの記述を構文として「と(述べる)など

考え方は沢山あるが rBαbshedの(考え)方を基本としていて， (何故ならば)

Lo γ抑制 ch印刷からも，………と説いであるが故である。」と解するO 従って

KhGの著者は Lor判別 ch印刷(表畑)がγBα bshedを基本としていると考

えていたのは勿論であり，さらに表 l等その他の名表も rBα bshedを基本として

いると考えていたと解する。

21) これとは別に同じKhG(ja 81a2， 3)所引の rBαbshedには， Santarak号ita 

の第一回入蔵に尽力した gSalsn品は別格として，その他の関係者として Lan

l)gro sNan ra①， (お:)gNer sTag btsan lDo主gzigs②， sGran rGyas Legs 

gzigs③(注 1山口)の名表と， mChims Me lha①， (22)Sen mgo IHa 100 

gzigs②， (1) San ，i Qの名表の二種を示している (sBa bshed， p. 16 '-5"-6， 

9"-10 ; Bu StOll仏教史 ya126a4， 5; ~Brug pà~i chos ~旬un ， ka-cha 161 

b4;Nor chos ~byun ， fol. 119a7"-bl， b1，，-2)。一方Deb tker d制 rpo 

(fol. 1 7 b 4"-5 )では San~i を除いた上記五名の名表を掲げて，未の年の比丘

招請に行った者達としている (KhG，ja103a1)。 いずれの伝承を史実と認め

るかについては，今後の研究を待たねばならない。

22) Bu stOll仏教史 ya126 b 3"-4 ; Nor chos hb抑 n，fol. 120b5 ;dPag bsam 

ljon bzan， fol. 111 b 2; rG抑 bod何色百igtsh仰， stod cha， foL 129a 2 ; 

hBrug 仰が chos0句仏， ka-cha 162 a 6。

23) この時に論破された BOllpo側代表はDamtar / sT昭 raKlu gon / kon， Kh-

四五 po Dum tshugs / gtsugs. Eh戸npo rTse ba / Tse rtse， Tshe mi (?)， 

Cog la ( SMOll lam与bar)等であるとされる (KhG，ja90a1"-2; sBa bshed 

p. 2 7 -1 5"-6 )が， Tshe miは rTseba tshe mi /Tse rtse Tshe miの転化

で，前者と同一人物かも知れない。また上記の (Tsertse， ) Dum tshugs， Cog 

laに rGya. phrug gar mkhanを加えた者が幼いKhrisron lde btsanのお相手役
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とされており(do・， ja 7 3 a 5........6 ; do. ， P ・5-1........2)，山口瑞鳳氏(注 2山口 a) 

はお相手役(遊び仲間)の一人に San~ iが数えられるべきであり， rGya phrug 

とSarI ~í は別人物であるとする。詳論は稿を改めて論ずるが，筆者は rGya phru宮

とSan~i は同一人物であり，お相手役には本来 Tse rtseが含まれていたのであ

れ入唐者は五名であってお相手役の四回名とは恐らく本来無関係で、あんまた

与B叫 Dequが四羽の鳥を射殺した伝承 (KkG，ja73b5; sBa bsked， p. 4-15 

........6)はこの仏教徒がBonpoを論破することを象徴しているのであろうと解する。

入唐の際に Sansiが五台山を訪れたとする伝承(do.， ja 7 4 b 7........7 5 a 3 ; do・，

po 7 -11........6)の当否(小畠宏允「チベットの禅宗と「暦代法宝記..J，"禅文化

研究所紀要 ..6，1974)も，彼と金和尚との関係と共に，その史実について考察

の余地が存する(注 2山日 b)。さらに与BahDehuとrGyaJilrugの関係も，両

者が同一人物である可能性を含めて，同じく考察の余地が存する。

24) 山口瑞鳳 r"二巻本訳語釈」研究J， ..成田紀要..4，1979は同資料の前書と

奥書の訳注と，研究を示すが取らない。即ち資料批判を前提とせぬ「文献学の常

道Jには従う事が出来ない。筆者の論拠については拙稿(a)I電 sGrasb百orb側 po

ah pα"考J，"印仏研 ..27-2，1979;同 r." Makav抑 t.pαtt i "の成立事情」

「日本西蔵学会々報 ..25，1979;注 1拙評を参照されたい。なお同資料本文の

章立てと語句の配列I1頂の持つ意味は稿を改めて論ずる。また拙稿aで， ddospo

をdPalgy i lhun po等の訳語， gshiをdPalbr tsegs等の訳語と考えたのは誤

まりである。詳論は避けるが，前者は後者の後輩であり， d五ospoは新定語以前

の訳語と認められるからである。同じく St.ぬ 1........2にdrIospoの用例の存する

ことは西岡祖秀氏の教示によった事を付記する。

25) Fo W. Thom肌 Tibetanlite刊旬 textsand docwnents c問 cerni吋 Ckines e 

Turkistαnll，OTF new series 37， London， Royal asiatic society， 19510 

26) 榊亮三郎..(党蔵漢和四訳対校)翻訳名義大集J 京都帝国大学文科大学叢書 3， 

1 9 1 6 0 no. 3 4 9 2， 9 4 5 5........6 2参照。新定語については注 24参照。

27) 注 2Tucci参照。なお戸田比磨羅が sNagsBye ma laを指すと筆者は考えるが，
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乞k{;i._at，F 1 i は共に音価がチベット音と一致せず，考察の余地を残す(B. 

Kar Igren， Gra:叩叩 tα ser~ca 何 c ensa， S tockhohn， Museum of far eas tern an-

tiquities， 1957， cf. no・517f，561a;山口瑞鳳「東女国と白蘭J， IF東洋

学報-154-3，1971)。

28) 山口瑞鳳氏(注2山口 b)は皇后没直氏の出家が 791年に行われたことを立証

しており従うべきである。さらに同氏は， Sad mi drugと皇后没車氏の出家が同

ーの未年に行われたとしても不都合でない様に， rBa回lrigzigsの出家が他の

五名に先立ヮて行われたとする伝承が生じたと解し;r他に先んじて出家したとい

う事実は殆んどありえないのである。Jと論じている。しかし同ーの未年に皇后没

直氏の戒師となる為には， rBa即日igzigsが「少なくとも十年前に出家してい

なければならないのである。」とする同氏自身の指摘によって，不都合を解消する

為に伝承が生じたとする解釈は妥当性を失ってしまう。即ち伝承の中にその様な

不都合解消の作為は含まれていなし、からである。また当時は出家後十年を経ずし

て戒師となれたとすべき論拠もない(羽田野伯猷「稔伽行派の菩薩戒をめぐってJ， 

r鈴木学術財団年報-114，1977;拙評 i(回顧と展望)チベットJ， ..史学雑誌」

87-5，1978)。従って rBa回uigzigsが初めの出家者であるとする伝承は，

依然として問題として残るのである。表澗資料では「比丘約}律義(を得た)初

めの者 snabaたる rBaのbandbe二方J (K h G， ja 1 0 4 a 4 )としており， 11世

紀に成立した同資料は彼を初めの出家者とする伝承を知っていたとすべきであろ

う。なお Suga taについては山口瑞鳳「白蘭と S凹 paのrLans氏J，"東洋学

報-152-1，1969;注26山口に関説されているが，同一人物であれば，彼も印

度側仏教徒でありながら摩詞街に好意を示したこととなり，考察の余地を残す。

29) 上山大峻「大蕃国大徳三蔵法師沙門法成の研究」上下..東方学報.JJ38......9， 

1967......8によるが，同氏が大徳、に対応させた dgeslo占は沙門(比丘)と対応し，

三蔵法師は shuchen gyi 10 tsa baと対応する。

30) IF頓悟大乗正理決」はP.Demieville，Le concile de 1品川ヲ BIEtch7，

Paris， 1952によって紹介研究されたが，ここでは長谷部好一「吐蕃仏教と禅J，
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「愛知学院大学文学部紀要..11，1971を適宜訂正して依用する。

31)拙稿「摩詞街禅師考J， f'仏教学.18，1979。また sdGiについては注 1山

口;注2参照。

32) r Ba Khri gz igsが779年に先立って発心したことを伝える典拠は何もなく，

彼が益州の金和尚と五台山を訪れた£する伝承が伝わる丈である。浄衆寺無相，

即ち金和尚を訪れた伝承を否定すべき論拠は明確でないが， r磨代法宝記」の伝

訳を九世紀前半とする(拙稿「摩詞街禅師と頓門J，r印仏研..128-1， 1979) 

ならば，その伝訳以後に伝承が成立したと十分に疑い得る。また五台山を訪れた伝

承についても九世紀以後の五台山信仰を反映していると疑うことも可能であろう

(注 23)。いずれにしても彼の発心の事情を明らかにする明証を得られないと

とが，との仮説の最も大きな難点であるが， rBa gSal snaふの発心以前に彼が

発心を果たし.仏教導入の先達となっていたとすれば，賛普のお相手役であった彼

が初めの出家者に選ばれたことは勿論，その他の事情も定まるのである。

33) 年月の交代を明記しない点、で，未年 (KkG，ja103a4; sBa bsked， p. 50-

10)を示した後に十二比丘の招請停}を述べているので， rBa回lfigzigsの出

家も 779年以後となし得るが，未年を明記した後の最大の事件が出家の件である

為，ここでは彼の出家の年を 779年と取る。

34) 従って Sãntarak~ita が印度仏教と中国禅の対立を遺言中に予言したとする伝

承 (KkG，jal15b5......6; sBa bsked， p. 56四 1......6)も，或は rBaKhri gzigs 

の仏教思想を異端と考えて述一べたものかも知れない(注 1山口)。一方 rBaKhri 

gzigsが摩詞街に嗣法した可能性は，摩詞街とその禅門を賞揚する王錫の叙文中

に明示されない為，全くないとすべきであり，同じく宝真を禅師と称するのは，

摩詞街と接する以前から宝真が禅師と称されていたか，或は宝真が中国禅に好意

を寄せていたとすべきであって，宝真と rBaRatnaを同一人物視することを妨げ

ない。


